
 

 

 

教育指導担当 

明治学院大学との教員養成に関する協定の締結について 

 

 

 

 

 

１ これまでの経緯および協定締結の背景 

（１）港区と明治学院大学は、平成２０年３月に「連携協力に関する基本協定」を締結

し、協働連携事業を行っています。一例として、「教育相談研修会」を毎年度開催

しており、その講師として明治学院大学の教員を派遣いただいています。 

（２）明治学院大学では、昨今の教員不足解消の一方策として、「学校現場で児童・ 生徒

と触れ合い、学校現場や児童 生徒の実態を把握する活動を増やすこと」を目的

とした、『学校インターンシップ科目』を新設しました。 

 

２ 協定の目的 

（１）明治学院大学学生の教職へのモチベーションの向上と、学校現場での職務体験に

よる自らの課題の明確化を図ります。 

（２）学生による学習支援 悩み相談 部活動指導等をとおして、港区立中学校に通う

生徒の適応上の問題を予防し、生徒にとって「相談できる大人」を増やします。 

 

３ 協定による取組の概要 （協定本文は【別紙】のとおり） 

 （１）港区立中学校において、明治学院大学学生（２年生から４年生）の「学校インタ

ーンシップ」※の受け入れ 

※学習指導補助、部活動指導補助、行事等の運営補助、校外学習引率補助等 

 （２）職場体験等、キャリア教育における一層の連携強化および明治学院大学教員によ

る出張授業等の実施 

 （３）「港区学生スクールボランティア」の学生への周知 

  

４ 令和８年度の予定 

５月から御成門学園御成門中学校、三田中学校において、学生２名のインターンシッ

プを開始しています。 

令和８年５月２８日 
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報告内容 

令和８年３月に、明治学院大学と教員養成に関する協定を締結し、区立中学校におけ

る学生インターンシップを開始しましたので、報告します。 




